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１．全品検収について 

ご承知のとおり、文部科学省は、2007年2月15日に「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン（実施基準）」（文部科学大臣決定）を定めて、各研究機関に公的研究費

に係る管理・監査の体制整備を求めてきました。これに基づき、本学も体制整備を行い、毎年

度、実施状況報告書（2010年度からは自己評価チェックリスト）を提出しています。 

本学では、これらの経緯と研究費を取り巻く環境を勘案し、研究機関として適正な執行管理

を行うため、2008年4月1日から公的研究費を含む学内の全ての研究費について、「取得した

全ての備品その他」について事務局による検収を実施しています。 

しかし、昨今、不正事案が社会問題として大きく取り上げられる事態を受け、文部科学省は

2014年2月18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（文部科学大臣決定）を改正し、不正を事前に防止するための取組等について新たな内容を追

加しました。この中には、研究機関に実施を要請する事項として、不正を発生させる要因を把

握し、具体的な不正防止計画を策定・実施することとあり、特に検収業務においては、特殊な

役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など）

に関するものについても検収対象とし、実行性のある明確なルールを定めた上で運用すること

が求められています。 

したがって、本学では、2016年4月1日より、従来の「取得した全ての備品その他」に加

え、「業者への外注、業務委託、機器類の修理・保守・点検等の特殊な役務に関するもの」に

ついても、調達金額の大小にかかわらず、取得した全ての物品等を事務局による検収の対象と

しています。 

大学経費（研究費）については、国税（公的研究費、経常費補助金）や学生生徒納付金がそ

の原資であり、今まで以上に透明性のある、適切な執行が求められ、研究機関にもその対応や

管理が厳しく求められています。 

他大学では、研究者の故意もしくは過失により不正使用が行われ、それが当人の処罰だけで

はなく、その所属する大学・学部等まで数年間研究費が受理できなくなるなどの深刻な事態が

発生しています。検収業務は、こうした事態を未然に防ぎ、個々の研究者を守る観点からの体

制であることをご理解いただきたいと思います。 

各位におかれましては、以上の状況をご理解のうえ、検収業務の実施にご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（参考）「科学研究費助成事業－科研費－科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべ

き事務等（2018年度版）」 

①物品費の適正な執行を図るため、検収センターの設置など、納品検収を確実に実施する事務処理

体制を整備すること。 

②購入物品について、会計事務職員が納品検収を行うか、適切な研究職員等を検収担当職員に任命

し、納品検収を行うこと。また、データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、

機器の保守・点検など、特殊な役務に関する検収について、実効性のある明確なルールを定めた

上で運用すること。 

③科研費の不適正な執行の疑いが生じた際、適切な発注、納品検収、管理が行われていないことに

より、その公正性が明らかでない場合は、研究機関が当該補助金又は助成金に相当する額を日本

学術振興会に返還すること。 
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２．検収対象 

（１）対象経費 

競争的研究資金（科研費、国の競争的資金など）の他、個人研究費、共同研究費、

受託研究費、学科配布予算、専攻配布予算、等全ての研究費を対象とします。 

※事務系予算は対象外とします。ただし、予算部門に計上された予算であってもそれ

が競争的研究資金等であり、検収が義務付けられたものは対象とします。 

【主な研究費例】 

Ａ．研究機関として管理を行う競争的資金・公募型研究資金およびその他の外部資金 

№ 研 究 費 の 種 類 所管課 

1 文部科学省／日本学術振興会（JSPS）科学研究費助成事業（科研費） 

地域共創 

センター 

2 文科省／各省庁／JST／NEDO等 助成事業 

3 日本学術振興会（JSPS）助成事業 

4 科学技術振興機構（JST）（CREST・さきがけ等） 

5 日本医療研究開発機構（AMED）助成事業 

6 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）委託、補助・助成事業 

7 日本学術振興会（JSPS）二国間交流事業（共同研究・セミナー） 

8 民間助成財団からの研究助成金 

9 各省庁、各省庁所管の国立研究開発法人の受託研究費、共同研究費 

10 学外共同研究費、民間の受託研究費 

11 
文部科学省私立学校施設整備費補助金 

（私立学校教育研究装置等施設整備費等（私立大学・大学院等教育研究

装置施設整備費）） 法人課 

12 
文部科学省私立大学等研究設備整備費等補助金 

（私立大学等研究設備等整備費） 

Ｂ．大学が管理を行う学内研究費 

№ 研 究 費 の 種 類 所管課 

1 個人配布予算 

総務課 

2 学科配布予算／専攻配布予算／卒業研究指導費 

3 教育重点配分予算／研究重点配分予算 

4 受託研究費 

5 奨学寄附金 
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（２）検収対象 

前頁（１）の対象経費で購入する下記の物品等 

・取得した全ての備品その他 

・業者への外注、業務委託、機器類の修理・保守・点検等特殊な役務に関するもの 

〇検収対象物品等 

消耗品、機器備品、パソコン及び関連機器、化学薬品、実験生物、ソフトウエア、

書籍、電子書籍、印刷物等、物品等の修理、特殊な役務（①プログラムの開発・更

新、②データベースの開発・更新、 ③WEB サイトの作成・更新、④デジタルコ

ンテンツの作成・更新、⑤機器の保守・点検・修理等） 

 ※図書については、図書館で検収を行います。 

※検収対象かどうかの判断に迷う場合は、担当部署（問い合わせ先：Ｐ２５）までお

問い合わせください。 

また、「４．検収方法」（Ｐ７～８）については、検収・確認方法を掲載していま

すので、ご確認ください。 

（３）支払い担当部署（支出関係書類提出先） 

前頁（１）の対象経費で購入し、検収が完了した物品等に係る支出依頼については、

下記の担当部署に必要書類を提出してください。 

・必要書類  ①「納品書」「請求書」 

検収担当者の検収印（日付・担当者印）、研究者の確認日記入と

確認者印の押印（サイン可）が必要 

       ②「領収書」「出荷明細書・購入明細書等（ネットで購入）」 

検収担当者の検収印（日付・担当者印）が必要 

Ａ．研究機関として管理を行う競争的資金・公募型研究資金およびその他の外部資金 

支払い担当部署 対 象 経 費 

地域共創センター Ａ－１～１０ 

法 人 課 Ａ－１１～１２ 

Ｂ．大学が管理を行う学内研究費 

支払い担当部署 対 象 経 費 

総 務 課 Ｂ－１～５ 
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３．検収担当者による業務 

① 対象経費（Ｐ２）により購入された物品等について、発注データを基に「５．検収方法

（Ｐ９～１６）」に記載する（Ａ）～（Ｅ）のいずれかの方法により検収を実施した後、

「納品書」「請求書」等に検収印（日付・検収担当者印）を押印する。 

② 納品業者が納品のため入構する際、守衛室で受領した「入出構確認票（Ｐ４）」を受取

り、必要事項の記入を確認のうえ、検収終了後、検収済の確認印を押印し、納品業者に返

却する。納品業者には、納品完了後、出構する際、守衛室に提出する旨を伝える。 

③ 納品業者が検収場所において記入した「納品台帳」（Ｐ５）の確認を行う。 

※納品業者依頼分 

納品業者へは、（１）入出構確認票と（２）納品台帳への記入をお願いしています。 

（１）入出構時の確認について 

・納品のため学内に入構する際、入出構確認票を守衛室で受領し、必要事項を記入の上、検収

場所へ提出してください。 

・納品が完了し、学内から出構する際、入出構確認票を守衛室に提出してください。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 日付 XX / XX / XX  

入 出 構 確 認 票 

会 社 名  担当者名  

用 務  車  番  

 

入構時間 ： 出構時間 ： 

 

検 収 済 

確 認 印 

 

※検収を受ける際に、検収担当者に提出してください。 

※納品完了後、学内から出構する際、必ず入出構確認票を守衛室に提出してください。 

日付・会社名・担当者名・用務・

車番を記入してください。 
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（２）納品台帳について 

・検収場所にて、納品台帳への記入をお願いします。 

・検収場所に持ち込んだ時刻、会社情報、納品先情報を記入してください。 

・品名は、納品書の一番上に記載しているものを記入してください。 

・納品書に納品書番号がない場合は、品名のみを記入してください。 

【納品業者用】納品台帳（Ｈ３１年度） 

№ 日付 会社情報 納品先情報 納品物情報 確認印

1 

4/10 

10:00 

会社名 

  崇城（株） 

建物名 

 Ｈ号館 他 

□納品書に記載有 

納品書番号 

  

 
担当者名 

  崇城 太郎 

研究室名 

 ＸＸ研究室 他〇件

□納品書に記載有 

品名 

  

2 
XX/XX 

XX:XX 

会社名 

 （株）□□ 

建物名 

 □号館 

□納品書に記載有 

納品書番号 

  

 
担当者名 

  □□ □□ 

 

研究室名 

 □□□研究室 

□納品書に記載有 

品名 

 クロロホルム他 

3 
/ 

: 

会社名 

  

建物名 

  

□納品書に記載有 

納品書番号 

 

 
担当者名 

  

研究室名 

  

□納品書に記載有 

品名 

 

4 
/ 

: 

会社名 

  

建物名 

  

□納品書に記載有 

納品書番号 

 

 
担当者名 

  

研究室名 

  

□納品書に記載有 

品名 

 

5 
/ 

: 

会社名 

  

建物名 

  

□納品書に記載有 

納品書番号 

 

 
担当者名 

  

研究室名 

  

□納品書に記載有 

品名 

 

 

 

  

記入してください。
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４．検収場所 

検収場所は下記のとおりです。 

   庶務課 検収係 

    情報学部棟（Ｆ号館）９階 メデクス内 

内 線：1926 

TEL／FAX：096-326-3563 

E-mail：kenshu@ofc.sojo-u.ac.jp 

検収受付時間 

開室 ： 月曜～金曜 午前９時～午後５時まで（昼休み時間を除く） 

閉室 ： （Ａ）土曜、日曜、祝祭日及び大学が指定する休日 

    （Ｂ）夏期休業 

    （Ｃ）冬期休業 

    ※夏期・冬期の一斉休業、その他詳細は、別途お知らせします。 

 

 

 

【池田キャンパス】 

情報学部棟（Ｆ号館）９階 メデクス内 
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５．検収方法 

（１）検収の定義 

検収は、①検収担当者による納品確認と②研究者等による物品検収により行います。 

【納品確認】 検収担当者が、検収場所で発注データを基に納品された物品と「納品書」

「請求書」等の内容を照合し、一致していれば、「納品書」「請求書」等に

検収印（日付・検収担当者印）を押印すること。 

【物品検収】 研究者が、納品された物品と発注した内容（性能、正常作動・仕様等の確認

を含む）を照合・検査し、問題がなければ、検収印（日付・検収担当者印）

が押印された「納品書」「請求書」等に確認日の記入と確認印（サイン可）

を押印すること。 

（２）支出内容・納品物に応じた確認方法 

検収は、原則として検収担当者が発注データと納品物・納品書等を照合し行います。支出内

容に応じた検収の要否、検収・確認方法は下表のとおりです。下表に記載が無く判断できない

場合は、担当部署（Ｐ２５）までお問い合わせください。 

【 検収要否 ： ○＝検収対象 ×＝検収対象外 △＝一部検収対象 】 

分   類 支 出 内 容 
検収

要否
検  収  方  法 

物 

 

 

 

品 

通常消耗品 事務用品等 〇 

検収場所で検収後、研究室へ納品。 

実験用消耗品 

パソコン・関連機器等 〇 

実験に使用する物（ガラス器具等） 〇 

化学薬品 〇 

液体窒素・ガス等 

（ボンベ等荷下ろしができない物） 
〇 積載された車上で検収後、研究室へ納品。 

実験動物 〇 
研究室等へ直接納品。 

研究者等の在室を前提（業者との事前調整）とし、研究室等へ納品。納品

時に、検収担当者が出向いて検収。 

機器備品 

機器備品 〇 検収場所で検収後、研究室へ納品。 

大型の機器備品 〇 
研究室等へ直接納品。 

研究者等の在室を前提（業者との事前調整）とし、研究室等へ納品。納品

時に、検収担当者が出向いて検収。 

ダウンロード 

（電子版） 

電子書籍、ダウンロード版ソフトウェア・

ソフトウェアライセンス・（タブレット型

PC 等の） アプリ 

〇 

納品（ダウンロード）されたことが確認できるものを提示。（PC 等にダウ

ンロードされた状態の画面、ダウンロード用認証 ID 通知書、継続・更新

がわかる通知書、等を検収担当者が確認して検収） 

※ライセンス保守費用・保守更新費用は検収不要。 

※PC 等現物を検収場所に持参することが困難な場合、ログイン ID 等で個

人特定が可能な画面のコピーでの検収も可。 

情報検索・閲覧・ダウンロード等の定額サ

ービス 
×  

定期購読 
年間購読、月刊・季刊・日刊等の雑誌・追

録・学会誌 
〇 図書館において検収。 

資料・別刷等 

学会資料（予稿集） △ 
学会資料（予稿集等）として購入した場合は要検収。ただし、学会参加費

や学会年会費に含まれる場合は検収不要。 

論文別刷 〇 
※論文別刷代が論文掲載料に含まれる場合で、別刷の明細（部数や金額）

が掲載料とは別に請求書（領収書）に記載されている場合は、別刷の検収

が必要。 
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【 検収要否 ： ○＝検収対象 ×＝検収対象外 △＝一部検収対象 】 

分   類 支 出 内 容 
検収

要否
検  収  方  法 

そ 

 

の 

 

他 

切手、金券類、謝

礼品等 

切手・はがき・エクスパック ×  

謝金として現金以外を渡す図書カード等 ×  

謝礼品 ×  

会議渉外費 会場借料・会議飲食費 ×  

業者への外注・業

務委託 

業者への外注・業

務委託 

業者への外注費 

（印刷製本費・出版物・複写物・現像物）
〇 納品物（多数の場合はその一部）を検収。 

業務委託費 

（調査委託・データ解析等） 
〇 

契約書記載の納品物（調査報告書、解析結果報告書等の成果物）（多数の

場合はその一部）を検収。 

業務委託費 

（データベース・プログラム・デジタルコ

ンテンツ開発・作成） 

〇 
契約書記載の納品物（多数の場合はその一部）を検収。納品形態によって

は、PC 等に表示された状態を画面で確認。 

業務委託費 

（加工等） 
〇 図面や物品、作業報告書により検収。 

修理・保守・点検

費用 

機器類（パソコン等の OA 機器、実験装置

等）の修理費 
〇 作業完了報告書等の作業内容がわかる書類を検収場所に提出。 

機器の保守・点検費用 〇 
定期的に行われるものは、原則として検収担当者が研究室等を訪問し、そ

の一部に立ち会い作業現場を確認。作業完了報告書等の作業内容がわかる

書類がある場合は、検収場所に提出。（検収方法の詳細はＰ．１０参照）

ガラス器具等の修理品（ビーカー、フラス

コ、ピペット等） 
〇 破損したガラス器具等の修理を業者に依頼する場合は、修理品を検収。 

リース・レンタル

費用 
リース・レンタル品（実験機器・器具等） 〇 

定期交換される物は、基本契約の初回及び更新時のみ当該リース・レンタ

ル品を確認し検収。 
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（３）検収～支出依頼手続きの流れ 

・検収担当者による検収を行うため、納品先は大学（研究室等）としてください。 

・検収は次の（Ａ）～（Ｅ）の方法で受けてください。ただし、物品の性質上、検収場所で

検収を行えない場合は（Ｂ）－Ⅰ、機器類の保守・点検等で、研究室等で作業が行われる

場合は（Ｂ）－Ⅱの方法で検収を行います。 

（Ａ）納品業者が検収場所に立ち寄って検収を受ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きの流れ】 

①納品業者が、納品前に検収場所へ物品等と「納品書」「請求書」等を持ち込み、検収を受け

る。 

②検収担当者は、物品等と「納品書」「請求書」等を照合し、現物を確認する。 

※数量、破損状況（目視の範囲内）確認など 

③検収担当者は、「納品書」「請求書」等へ検収印を押印（日付・担当者印）する。 

※検収を受けていない物品等は支払いができません 

④検収担当者は、検収印が押印された「納品書」「請求書」等をスキャナーで読み取る。 

※押印後の原本は納品業者へ、１部は支払い担当部署へ、１部は保管用 

⑤納品業者は、検収終了後、検収印が押印された「納品書」「請求書」等とともに研究者へ納

品する。 

⑥研究者は、検収印が押印された「納品書」「請求書」等を基に物品等を確認し、受領日の記

入と確認印（サイン可）を押印する。 

⑦研究者は、検収印と受領印（日付・サイン）が押印された「納品書」「請求書」等を支払い

担当部署へ提出し、支出依頼をする。※メデクスから納品の場合は不要 

業者 

検収場所に

持込む 

納品物と「納品書」

「請求書」等との照

合により、検収を実

施する。 

検 収 印 を

押印する。
研究室

に納品 

研究者は、納品物が発注内容とあっ

ているか確認のうえ、検収印が押印

された「納品書」「請求書」等に納

品確認日の記入と確認印（サイン

可）を押印する。 

確認印を押印した

「納品書」「請求書」

等を支払い担当部

署に提出する。 

※メデクスから納

品の場合は不要 

検収場所 

研究者 

「納品書」「請求書」等に検収

担当者の検収印と研究者の納

品確認日の記入と確認印が押

印されているかを確認し、支

払の手続きを行う。 

支払い担当部署 

納品 
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（Ｂ）検収担当者が納品場所（研究施設等）に出向いて検収を行う場合 

Ⅰ．物品の性質上、検収場所で検収を行えない場合 

・危険物や精密機器等、取扱いに注意を要する場合。移動が困難な大型の物品や実験 

動物等、持込みが困難な場合。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究者と納品業者が事前に調整した納品日に出向いて、研究者・納品業者と共に検収を行う。 

【手続きの流れ】 

①研究者は、検収担当者に納品日を連絡する。 

②納品業者より、購入した物品等が研究室等に納品される。 

③検収担当者は、研究者より連絡を受けた納品日に出向く。 

④検収担当者は、物品等と「納品書」「請求書」等を照合し、現物を確認する。 

※数量、破損状況（目視の範囲内）確認など 

⑤検収担当者は、「納品書」「請求書」等へ検収印を押印（日付・担当者印）する。 

※検収を受けていない物品等は支払いができません 

⑥検収担当者は、検収印が押印された「納品書」「請求書」等をスキャナーで読み取る。 

※押印後の原本は納品業者へ、１部は支払い担当部署へ、１部は保管用 

⑦検収担当者は、納品物の写真を撮影する。 

⑧研究者は、検収印が押印された「納品書」「請求書」等を基に物品等を確認し、受領日の記

入と確認印（サイン可）を押印する。 

⑨研究者は、検収印と受領印（日付・サイン）が押印された「納品書」「請求書」等を支払い

担当部署へ提出し、支出依頼をする。※メデクスから納品の場合は不要 

研究室等に出向いて

検収を実施。 

検収担当者は、研究者・納品業者と

ともに納品物と「納品書」「請求書」

等との照合により、検収を実施す

る。 

納品

「納品書」「請求書」

等に検収印を押印す

る。 

研究者は、納品

業者と事前に納

品日について日

程調整をする。 

確認印を押印

した「納品書」

「請求書」等

を支払い担当

部署に提出す

る。 

※メデクスか

ら納品の場合

は不要 

「納品書」「請求書」等

に検収担当者の検収印

と研究者の納品確認日

の記入と確認印が押印

されているかを確認し、

支払の手続きを行う。 

研究者は、納品物が発注内容とあ

っているか確認のうえ、検収印が

押印された「納品書」「請求書」

等に納品確認日の記入と確認印

（サイン可）を押印する。 

検収印を押印し

た「納品書」「請

求書」等を研究

者へ返却する。 

業者 

調整 

研究者 

検収担当者 

日程通知 

研究室等 

研究者支払い担当部署 
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Ⅱ．機器類の保守・点検等で、研究室等で作業が行われる場合 

※保守契約があり定期的な点検作業があるもの、個別に発生する点検等のうち、契約時

や作業時に費用負担があるもので、「作業完了報告書」等の作業内容がわかる書類が

発行されない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究者と業者が事前に調整した納品日に出向いて、研究者・点検等業者と共に検収を行う。 

【手続きの流れ】 

①研究者は、検収担当者に作業日を連絡する。 

②業者が、機器類の保守・点検作業のため研究室等に出向く。  

③検収担当者は、研究者より連絡を受けた作業日に出向く。 

④検収担当者は、研究室等において作業現場を確認する。 

⑤検収担当者は、作業確認後、「作業確認票（所定様式：Ｐ１４）」を作成の上（作業内容は

業者が記載）、検収印を押印（日付・担当者印）し、研究室等保管用として控えを研究者へ

渡す。 

⑥検収担当者は、作業現場の写真を撮影する。 

⑦検収担当者は、作業確認票を支払い担当部署（Ｐ３）に提出する。 

⑧研究者は、作業に伴い個別に費用が発生する場合、支出関係書類に確認日の記入と確認印

（サイン可）を支払い担当部署に提出し、支出依頼をする。 

  

業者 

確認印を押印

した支払い関

係書類等を支

払い担当部署

に提出する。

研究者は、個別に費用が発生する

場合、支払い関係種類に作業確認

日と確認印（サイン可）を押印す

る。 

検収担当者は、

検収印を押印し

た作業確認票を

承認担当部署に

提出する。 

支払い関係種類等と検

収担当者の確認印が押

印された作業確認票を

照合し、支払の手続きを

行う。 

研究者 

調整 

検収担当者 

日程通知 
研究者は、業者

と事前に作業日

について日程調

整をする。 研究室等に出向いて

検収を実施。 

研究者 支払い担当部署 

検収担当者は、研究者・点検作業者

とともに点検等作業現場を確認

し、作業確認票を作成する。 

作業確認票に検収印

を押印する。 

研究室等 
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（Ｃ）研究者（または代理者）が検収場所に持ち込んで検収を受ける場合 

・宅配便等で調達したすべての物品等（合成DNA等も含む）の場合 

・店舗等で立替により物品等を購入した場合（緊急を要する場合） 

・出張先で緊急に物品等を購入し、持ち帰る場合 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きの流れ】 

①研究者に物品等が宅配便等で届く。 

研究者が物品等を店舗等で立替により購入する。（緊急を要する場合） 

研究者が出張先で緊急に物品等を購入し、持ち帰る。 

②研究者は、検収場所へ物品等と「納品書」等を持ち込み、検収を受ける。 

③検収担当者は、物品等と「納品書」等を照合し、現物を確認する。 

※数量等の確認など 

④検収担当者は、「納品書」等へ検収印を押印（日付・担当者印）する。 

※検収を受けていない物品等は支払いができません 

⑤検収担当者は、検収印が押印された「納品書」等をスキャナーで読み取る。 

※押印後の原本は研究者へ、１部は支払い担当部署へ、１部は保管用 

⑥検収担当者は、物品等を研究者へ返却する。 

⑦研究者は、検収印が押印された「納品書」等を基に、確認日の記入と確認印（サイン可）を

押印する。 

⑧研究者は、検収印と確認日の記入と確認印（サイン可）が押印された「納品書」等を支払い

担当部署へ提出し、支出依頼をする。 

  

宅配便等 

納品物と「納品書」

「請求書」等との照

合により、検収を実

施する。 

検収場所 研究者 

納品 

検収印

を押印

する。 

研究者は、納品物と「納

品書」「請求書」等を持

って検収場所へ。 

検収場所に

持ち込む 

確 認 印 を 押

印した「納品

書」「請求書」

等 を 支 払 い

担 当 部 署 に

提出する。 

研究室へ

持ち帰る

「納品書」「請求書」等に検収

担当者の検収印と研究者の納

品確認日の記入と確認印が押

印されているかを確認し、支

払の手続きを行う。 

研究者は、納品物が発注内容とあ

っているか確認のうえ、検収印が

押印された「納品書」「請求書」

等に納品確認日の記入と確認印

（サイン可）を押印する。 

購入 

店舗等 

支払い担当部署 研究者 
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（Ｄ）検収担当者が物品等を積載した車両まで出向き車上にて検収を行う場合 

・ガスボンベ・液体試料等の荷下ろしができない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【手続きの流れ】 

①検収担当者は、納品業者から納品前に検収場所へ持ち込めない旨の連絡を受け、物品等が積

載された車両の車上において検収を行う。 

②検収担当者は、車上で物品等と「納品書」「請求書」等を照合し、現物を確認する。 

※数量、破損状況（目視の範囲内）確認など 

③検収担当者は、「納品書」「請求書」等へ検収印を押印（日付・担当者印）する。 

※検収を受けていない物品等は支払いができません 

④検収担当者は、押印した「納品書」「請求書」等をスキャナーで読み取る。 

※押印後の原本は納品業者へ、１部は支払い担当部署へ、１部は保管用 

⑤納品業者は、検収終了後、検収印が押印された「納品書」「請求書」等とともに研究者へ納

品する。 

⑥研究者は、検収印が押印された「納品書」「請求書」等を基に物品等を確認し、受領日の記

入及びサインをする。 

⑦研究者は、検収印と受領日の記入と確認印（サイン可）が押印された「納品書」等を支払い

担当部署へ提出し、支出依頼をする。 

  

業者 

納品物と「納品書」

「請求書」等との照

合により、検収を実

施する。 

検 収 印 を

押印する。

納品 

確 認 印 を 押

印した「納品

書」「請求書」

等 を 支 払 い

担 当 部 署 に

提出する。 

検収場所 

「納品書」「請求書」等に検収

担当者の検収印と研究者の納

品確認日の記入と確認印が押

印されているかを確認し、支

払の手続きを行う。 

支払い担当部署 

検収担当者は、

納品物が積載さ

れた車両まで出

向く。 

研究室 

研究者は、納品物が発注内容

とあっているか確認のうえ、

検収印が押印された「納品

書」「請求書」等に納品確認日

の記入と確認印（サイン可）

を押印する。 

納品業者は、

持込めない理

由を検収担当

者に伝える。 

車上にて 

納品
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年  月  日 

作 業 確 認 票 

作 業 日 時  

作 業 場 所  

担当研究者名  

作 業 会 社 名  

作 業 内 容  

備 考  

確 認 者 

確認者名 確認印 
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（Ｅ）写真により検収を受ける場合 

前述（Ａ）～（Ｄ）の方法による検収が不可能な場合（大学を納品先にできない場合かつ

検収場所に持ち込めない場合など）は、理由書（所定様式：Ｐ１６）および次の要件すべて

を満たす写真等を検収場所に提出して検収を受けてください。 

（該当例） 

・留学・特別研究期間等のため、大学以外を納品先とする必要がある場合 

・研究遂行上、他研究機関に納品する必要がある場合 

・出張先で購入し帰学までに使い切る可能性がある場合 

 写真の要件  

① 購入物品の全体像（使用前の状態）が写っていること。 

② 購入物品と納品書等が一緒に写っていること。 

③ 商品名、製品番号、型番等が確認できること。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 提出出方法  

写真をプリントアウト（カラー）し、納品書等の支出関係書類および理由書（所定様式： 

Ｐ１６）とともに検収場所の検収担当者に提出してください。 

  

商品名、製造番号、型番等が確認できること 

購入物品の全体像 納品書と一緒に写す 
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年  月  日 

学 長 

中山 峰男 殿 

所属              

職名              

氏名            ㊞ 

写 真 検 収 理 由 書 

【理   由】 

（大学を納品先にできない理由及び検収場所に持ち込めない理由） 

 

【購入物品等】 

物品名 

（メーカー名・品名・型番） 
数量 単価 金額 購入先 納品先 

      

      

      

      

      

      

      

※記入欄が不足する場合は、適宜欄の追加をしてください。 
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５．検収印 

・検収担当者が、納品物と納品書等を照合し、所定の検収印（日付・検収担当者印）を納品

書等に押印します。 

・研究者は、支払い担当部署に提出する前に、納品書等に所定の検収印（日付・検収担当者

印）の押印があることを確認してください。 

検収印がない場合は支出できません。 

・検収印は物品等が確実に納品されたかを確認するための証跡です。研究費からの支出承認

印ではありません。 

【検収印サンプル】 
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【物品と納品書等の照合・検収印の押印】 

検収担当者が①納品№・納品日、②宛名、③社名・社印を確認し、④商品名・品番等、数

量、シリアルナンバーを物品、金額と照合した後、⑤納品書等に所定の検収印（日付・検収担

当者印）を押印します。 

＜Ａ.納品書の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納 品 書 
                     納品№XXXXXXXX 

平成 XX 年 XX 月 XX 日 

崇 城 大 学  様 

 〇〇研究室  

株式会社 

XXXXXXXX 

 税込合計⾦額： ￥108,000-  

品名・規格 数量 単価 金額 備考 

ＮＥＣパソコン ＬＡＶＩＥ 1 100,000 100,000 シリアル№XXXXX 

   

   

   

   

   

   

   

小 計  100,000 100,000  

消費税  8,000 8,000  

合 計  108,000 108,000  

備考： 

 

社印 

①納品№、納品日の確認 

②宛名の確認 

③会社名・社印の確認 

④物品と商品名・品番等、数量、金額、シリアル№を照合 

⑤検収印を押印
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＜Ｂ．納品書（インターネット購入）の場合＞ 

原則として宅配物に同梱されている納品書や出荷明細書、送り状等に所定の検収印（日

付・検収担当者印）を押印します。 

※納品書等が同梱されていない場合は、納品されたことがわかる書類(発送メール等)の提示

が必要 

【アマゾンで購入した場合】 

宅配物には納品書、納品書兼領収書、出荷明細書などの書類が同梱されます。①納品日

（購入日）②商品名・品番等、数量が確認できる場合は、これらの書類に検収印を押印し

ます。①②が確認できない場合は、これらの書類と併せて、アマゾンサイトのアカウント

サービス上で発行できる領収書や購入明細書で確認し、検収印を押印します。 

  

【例：納品書】 

宅配物に同梱されている納品

書等で物品の明細が確認でき

る場合は、その書類に検収印を

押印します。 

支出依頼の際は、領収書と併せ

て提出してください。 

④検収印を押印

③物品と商品名・品番等、

数量、金額を照合 

【例：アマゾンサイト納品書】 

宅配物に同梱されている納品書等に

物品の明細の記載がない場合は、領

収書で確認します。 

支出依頼の際は、納品書等納品され

たことがわかる書類と併せて提出し

てください。 

①納品（購入）日の確認 

③物品と商品名・品番等、

数量、金額を照合 

領収書有効期限 3 ヶ月の起算

日です。 
本例ですと 4 月末日までとな

りますので有効期限にご注意

ください。 

④検収印を押印

②宛名の確認 

②宛名の確認 

①納品（購入）日の確認 
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＜Ｃ．領収書の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｄ．領収書（レシート型）の場合＞ 

 

  

③検収印を押印

①納品（購入）日の確認 

②宛名の確認

⑤検収印を押印 

④物品と商品名・品番等、

数量、金額を照合 

①納品（購入）日の確認 

【注意】 

明細の品名記載が「書籍」「事

務用品」等、不明確な場合は、

具体的な品名・内訳を領収書

に補記したうえで検収を受

けてください。 

③会社名・社印

の確認 

②物品と商品名・品番等、

数量、金額を照合 
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【納品書なし印の押印】 

インターネット（アマゾン含む）で物品等を購入し、領収書の発行がダウンロード形式の場

合、重複支払防止のため、領収書に加えて宅配物に同梱されている納品書（納品書が同梱され

ていない場合は出荷明細書や送り状）の提出が必要です。 

納品書、出荷明細書、送り状のいずれもが提出できない場合は、検収担当者に申告してくだ

さい。検収担当者が「納品書なし」印を領収書に押印します。 

※店頭購入時に発行される「領収書またはレシート」は納品書を兼ねる（通常、納品書は発

行されない）ため、「納品書なし」印の押印は不要です。 

【納品書なし印のサンプル】 

 

 

 

 

 

【納品書なし印の押印例＜アマゾンサイトで発行した領収書＞】 

 

 

 

 

 

  

納品書なし 

納品書なし
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６．その他 

（１）不正行為 

実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして大学に提出して、不正に研究

費を支出させる次の行為は、研究費の不正使用にあたります。 

①定義 

・故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用 

・競争的資金等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用 

②主な例 

ア．預け金 

業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の請求書等を作成させることにより、

所属機関から研究費を支出させ、そのお金を業者に管理させるもの 

イ．プール金（カラ出張、カラ謝金） 

出張申請や出勤簿の改ざん等により旅費や謝金等を不正に請求するなどして、そ

のお金を研究室や個人等が管理するもの 

ウ. 書類の書換え（差換え、品替え、品転） 

業者に虚偽の請求書等を作成させることにより、所属機関から研究費を支出さ

せ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させるもの 

※文部科学省 「平成30年度科学研究費助成事業公募要領等説明会」等資料より抜粋 

上記（例）のようなについて、第三者等から通報等があった場合、受領した納品書以外

に、業者から売上台帳もしくは売上伝票の提出を受け、確認し疑義等がありましたら、厳正

な処分を行うこととなります。また、それ以外の場合についても、監査等により、受領した

納品書以外に業者から売上台帳もしくは売上伝票の提出を受け確認することがあります。 

業者との取引において疑義がある場合は、問い合わせ先（Ｐ２５）にご相談下さい。 
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（関連規程） 

本学では不正または不誠実な行為を行い、取引相手として不適切と認められた業者に対し、

情状に応じ取引停止の措置を行います。 

下記に記載する取引停止措置が執られた場合、期間中は本学との取引ができなくなります。 

（２）学校法人君が淵学園 固定資産および物品管理規程（抜粋） 

 （取得） 

第２８条３ 不正な取引に関与した業者に対しては、一定期間もしくは無期限、取引

を行わないものとする。 

（３）崇城大学 公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正防止に関する規程（抜粋） 

 （取引業者への取組み） 

第１７条 取引実績のある全ての取引業者に対して、不正行為に加担しない旨を定め

た誓約書の提出を求める。この誓約書に違反して、不正行為に加担した場合の取

引停止等の措置については別途定める。 

（４）崇城大学 物品購入等に関する取引停止等の取扱要領（抜粋） 

 （取引停止） 

第２条 事務局長は、別表のいずれかに該当する行為があったと認められる場合、

「崇城大学公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の防止に関する規

程」第１７条に基づき、取引業者に対して、取引を停止する措置を講ずるものと

する。 

【別表】取引停止の措置基準 

措 置 要 件     取引停止期間 

（虚偽記載） 

１ 本学の物品供給等契約に係る一般競争および指名競争において、

参加資格者の審査に係る申請、その他の入札前の調査資料または契

約後に本学に提出した資料等に虚偽の記載をし、物品供給等契約の

相手方として不適当と認められるとき。 

 

当該認定日から 1 ヶ月～6 ヶ月

 

 

 

（過失による粗雑な物品供給等契約の履行） 

２ 本学の物品供給等契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑に

したとして認められるとき。または契約の履行状況が不良なとき。

 

当該認定日から 1 ヶ月～3 ヶ月

 

（物品供給等契約違反） 

３ 前項に掲げる場合のほか、本学の物品供給等契約の履行に当たり、

契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

（１）履行管理等が不良で再三指摘しても改善が見られないとき。

その他 本学職員または検査職員の指示に従わないとき。 

（２）履行期限を遅延したとき 

    ア 60 日以上 

    イ 30 日以上 60 日未満 

    ウ 30 日未満 

 

 

 

当該認定日から 1 ヶ月～3 ヶ月

 

 

当該認定日から 1 ヶ月～3 ヶ月

当該認定日から 1 ヶ月～2 ヶ月

当該認定日から 1 ヶ月 
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（贈賄） 

４ 次に掲げる者が本学職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕さ

れ、または逮捕を経ないで公訴を提起された場合 

（１）業者である個人または業者である法人の代表権を有する役員

（代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下

「代表役員等」という。） 

（２）業者の役員またはその支店若しくは営業所（常時購入等契約

等を締結する事務所をいう。）を代表する者で、（１）に掲げる

以外の者（以下「一般役員等」という。） 

（３）業者の使用人で（２）に掲げる以外の者（以下「使用人」と

いう。） 

 

 

 

逮捕または公訴を知った日から 

4 ヶ月～12 ヶ月 

 

逮捕または公訴を知った日から 

3 ヶ月～9 ヶ月 

 

逮捕または公訴を知った日から 

2 ヶ月～6 ヶ月 

（独占禁止法違反行為） 

５ 業務に関し、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律

（以下「独占禁止法」という。）第３条または第８条第１項に違反し、

物品供給等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

 

当該認定日から 2 ヶ月～9 ヶ月 

 

 

（競争入札妨害または談合） 

６ 本学職員が締結した物品供給契約に関し、代表役員等が競争入札

妨害または談合の容疑により逮捕、または逮捕を経ないで公訴を提

起されたとき。 

 

逮捕または公訴を知った日から 

2 ヶ月～9 ヶ月 

 

（架空取引等による不正行為） 

７ 本学職員と癒着共謀して、架空または事実と相違する取引（次に

掲げる不正行為を含む。）を偽装し、不正に代金を受領したと認めら

れるとき。 

（１）預り金（本学職員からの預け金の依頼の承諾） 

（２）支払期日の不明確な取引 

（３）取引事実と異なる書類の提出 

（４）将来の売買を前提とした貸し出し（本学契約担当部署の了解

を得たものを除く。） 

（５）本学職員と共謀して、他社との競合を排除しての随意契約の

締結 

 

 

 

当該認定日から 3 ヶ月～18 ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

（不正または不誠実な行為） 

８ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正または不誠実な行

為をし、物品供給等契約の相手方として不適当であると認められる

とき。 

 

当該認定日から 1 ヶ月～18 ヶ月 
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（５）問い合わせ先 

 

 

〇検収業務に関する問い合わせ 

 庶務課 検収係 

内線：1926 

E-mail：kenshu@ofc.sojo-u.ac.jp 

TEL：096-326-3563 

〇研究費・検収体制全般に関する問い合わせ 

・科研費等の研究費について 

地域共創センター 担当者 

E-mail：ken-sien@ofc.sojo-u.ac.jp 

TEL：096-326-3418 

・学内の研究費について 

総務課 担当者 

E-mail：soumu@ofc.sojo-u.ac.jp  

TEL：096-326-3426 

・施設整備費等補助金・研究設備整備費等補助金について 

法人課 担当者 

E-mail：hojin@ofc.sojo-u.ac.jp 

TEL：096-326-3441 

〇学内への入出構に関する問い合わせ 

庶務課 担当者 

E-mail：syomu@ofc.sojo-u.ac.jp 

TEL：096-326-3111 
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